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  「全員参加型社会」の実現をめざして

                                                      
京都労働局長　　達

た

谷
が

窟
や

　庸
のぶ

野
なお
　

　３月３１日付けで京都労働局長を拝命いたしました、達
た

谷
が

窟
や

でございます。
　皆様には、平素から京都労働局の取組み、特にハローワークの各種取組みにつきまして格
別のご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。
　さて、足元の雇用失業情勢をみますと、京都府内の有効求人倍率は、本年４月に０．７９
倍となり、５ヶ月連続で０．７倍台となるなど、持ち直しの動きがみられますが、依然とし
て厳しい状況が続いております。特に、新規学卒者につきましては、京都府内の大学・短大
の本年３月卒業生の就職率（４月１日現在）は８７．８％となり、約３，０００人の方々が就
職できないまま卒業をなさるなど、大変厳しい状況にあります。
　一方で、少子高齢化が急速に進展することから、日本全国で見ますと平成２２年から３２
年までの間に就業者の数が約４００万人減少することが見込まれております。
　このため、若者、女性、障害のある方、高齢の方など、すべての方々に対して就労支援を
行い、誰もが「出番」と「居場所」のある「全員参加型社会」の実現をめざして取組みを進
めることがとても重要であると考えております。ハローワークにおきましては、各種の支援
制度を活用しながら、きめ細かな職業相談・的確な職業紹介を行うことにより、一人でも多
くの方が就職に結びつくよう、全力で取り組んでいるところです。
　また、「京都ジョブパーク」において、京都府等が行う生活・就業に関する相談等の業
務とハローワーク業務を一体的に実施するなど、地方自治体や労使を始めとする関係機関
と連携した効果的な就労支援も推進してまいります。その際、国の機関として、全国ネッ
トワークで結ばれているハローワークの強みを最大限に活用して参ります。
　このようなハローワークの取組みに加えて、「全員参加型社会」の実現のためには、安心
して働くことができる環境を整備することがとても大切になります。このためには、労働条
件の確保・改善、労働者の安全・衛生の確保、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の実現、男女雇用機会均等の確保、個別労働紛争の解決の促進などが重要な課題となります。
　京都労働局では、これらの課題にしっかりと対応し、働く人々の安心・安全・安定をめざ
して参ります。
　京都労働局の取組みにつきまして、皆様の一層のご理解とご協力をいただけますと幸いで
ございます。よろしくお願い申し上げます。

着任のご挨拶
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施行期日：公布の日（平成２４年４月６日）から６か月以内の政令で定める日
（労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から３年経過後）

・ 日雇派遣（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止
（適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機
会の確保が特に困難な場合等は例外）

・ グループ企業内派遣の８割規制、離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働
者として受け入れることを禁止

 事業規制の強化

・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進
措置を努力義務化

・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者と
の均衡を考慮

・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージ
ン率）などの情報公開を義務化

・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな

就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れて
いる場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす

・ 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

違法派遣に対する迅速・的確な対処 

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・
雇用の安定」を目的規定に明記 

※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の

在り方」を検討事項とする。

労働者派遣法の一部を改正する法律が公布されました

【国会での主な修正点】
○ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在り

方」を検討事項とする。
○ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「２ヶ月以内」から「３０日以内」に修正、原則禁止の

例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合等」を追加。
○ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から３年経過後」に延期。

平成２４年４月６日

※需給調整事業課は平成24年６月４日に京都労働局６階へ移転します。なお、FAX番号は
　０７５－２７９－３２００に替わります。

お問い合せ先 京都労働局職業安定部 需給調整事業課 ☎ ０７５－２４１－３２２５
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上記６種類の奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期の末日※２の翌日から１か月となっていました
が、平成24年４月１日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を２か月に延長します。 

トライアル雇用、若年者雇用関連の以下の奨励金を受給する事業主の方へ

 試行雇用（トライアル雇用）奨励金  実習型試行雇用奨励金（正規雇用奨励金）
３年以内既卒者トライアル雇用奨励金  ３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金 
 既卒者育成支援奨励金※1  若年者等正規雇用化特別奨励金※1

※１ 平成24年３月31日で制度終了

奨励金 支給申請
回数 支給対象期の末日

試行雇用（トライアル雇用）奨励金 １回 トライアル雇用（原則３か月）終了日

実習型試行雇用奨励金（正規雇用奨励金） ３回 ①実習型雇用※（原則６か月）終了日 ※トライアル雇用に相当
正規雇用での雇入れから、②６か月経過した日 ③１年経過した日

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ２回 ①正規雇用を前提とした有期雇用（原則３か月）終了日
②正規雇用開始から３か月経過した日

３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金 １回 正規雇用での雇入れ日から６か月経過した日

既卒者育成支援奨励金 ２回 ①正規雇用を前提とした有期雇用（原則６か月）終了日
②正規雇用開始から３か月経過した日

若年者等正規雇用化特別奨励金 ３回 正規雇用での雇入れ日から、 ①６か月経過した日
②１年６か月経過した日　 ③２年６か月経過した日

※2 「支給対象期の末日」とは、支給申請が１回の奨励金の場合は支給対象期間の終了日、一定期間ごとに申請
していただく場合はそれぞれの支給対象期の終了日になります（下表参照）。

◇申請期間の例◇

 

トライアル雇用（３か月）の場合

 
６/30

７/１３か月
支給対象期

雇
用
と
し
て

の
雇
入
れ
日

ト
ラ
イ
ア
ル

雇
用
終
了
日

ト
ラ
イ
ア
ル

８/31

支給申請期間
７月１日から８月31日

4/1

２か月

◇ご注意：延長の対象とならないケース◇
 

平成24年４月１日より前に申請期間の初日を迎える場合
（延長の対象とならないケース）
例：平成24年３月30日（申請期間の初日） 
●当初の申請期間は、平成24年４月１日以降に初日を迎えるものであったが、トライアル雇用期間の途中

で自己都合離職したこと等により、平成24年４月１日より前に申請期間の初日を迎える場合
（延長の対象とならないケース）
例：平成24年４月２日（申請期間の初日）→ 自己都合等により、平成24年３月30日（申請期間の初日）に繰り上がり

詳細は、最寄りのハローワークまたは京都労働局助成金センター（☎075-241-3269）へ
お問い合わせください。

平成24年４月１日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから

申請期間を２か月に延長します

給付日数の拡充措置の延長

（２）雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
　雇止めにより離職した者の給付日数（９０～１５０日）を、解

雇 ・ 倒産による離職者の給付日数（９０～３３０日）並みとする

暫定措置が、２年間（平成２５年度末まで）延長されます。

（１）個別延長給付の延長
　解雇 ・ 倒産 ・ 雇止めによる離職者について、 年齢や地域を

踏まえ、 特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大

６０日延長する暫定措置が、２年間（平成２５年度末まで）延長さ

れます。

施行日：平成24年３月31日

　現下の厳しい雇用失業情勢の中、労働者の生活及び雇

用の安定を図るため、リーマンショック以降に実施している

平成２３年度末（平成２４年３月３１日）までの暫定措置が延

長されます。

現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生

活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及

び特別会計に関する法律の一部を改正する法

律の概要について

45

24ハローワーク京都6月号v6.indd   4 12/05/24   10:43



上記６種類の奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期の末日※２の翌日から１か月となっていました
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（延長の対象とならないケース）
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で自己都合離職したこと等により、平成24年４月１日より前に申請期間の初日を迎える場合
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詳細は、最寄りのハローワークまたは京都労働局助成金センター（☎075-241-3269）へ
お問い合わせください。

平成24年４月１日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから

申請期間を２か月に延長します

給付日数の拡充措置の延長

（２）雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
　雇止めにより離職した者の給付日数（９０～１５０日）を、解

雇 ・ 倒産による離職者の給付日数（９０～３３０日）並みとする

暫定措置が、２年間（平成２５年度末まで）延長されます。

（１）個別延長給付の延長
　解雇 ・ 倒産 ・ 雇止めによる離職者について、 年齢や地域を

踏まえ、 特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大

６０日延長する暫定措置が、２年間（平成２５年度末まで）延長さ

れます。

施行日：平成24年３月31日

　現下の厳しい雇用失業情勢の中、労働者の生活及び雇

用の安定を図るため、リーマンショック以降に実施している

平成２３年度末（平成２４年３月３１日）までの暫定措置が延

長されます。

現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生

活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及

び特別会計に関する法律の一部を改正する法

律の概要について
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お問い合せ先　各ハローワークへ

24

～求人申込書（高卒）の様式が変更となりました～
（詳細は管轄のハローワークにお問い合わせください）

25

25

24

24

24

　　　　　　　　　　　求人申込書（高卒）をご提出いただきますとハローワークにて求人
票を作成し、

23,070
23,228
22,683
23,697

1,722
1,656
1,688
1,980

1,676
1,615
1,634
1,906

25

相談コーナーでも求人の取次を行っております。）

平成24年４月１日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから

申請期間を２か月に延長します

特定求職者雇用開発助成金を

受給する事業主の方へ

詳細は、最寄りのハローワークまたは京都労働局助成金センター（☎075-241-3269）へ
お問い合わせください。

支給申請期間（第１期）
10月16日から12月15日  

支給申請期間（第２期）
4月16日から6月15日 

２か月

起
算
日

２か月

10/16

10/15

支給対象期（第１期）

助成対象期間（１年間の場合）

支給対象期（第２期）
12/15 4/16

4/15

4/15
4/1

4/16

6/15

６か月 ６か月

賃
金
締
切
日

雇
入
れ
日

◇申請期間の例◇

◇ご注意◇
●平成24年３月30日から４月29日までが当初の申請期間であるような場合は、４月１日以降に申請
　期間の初日を迎えるものではないため、延長の対象とはなりません。

助成金名称

特定就職困難者雇用
開発助成金

高年齢者雇用開発特別
奨励金

被災者雇用開発助成金

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

受給できる事業主

高年齢者（60歳以上65歳未満）、障害者など就職
が特に困難な求職者を雇い入れた事業主

賃金締切日が定められていない場合
：雇入れ日

賃金締切日にかかわらず、雇入れ日

賃金締切日が定められている場合
：雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日

（注）賃金締切日に雇い入れた場合は雇
　　入れ日の翌日、賃金締切日の翌日
　　に雇い入れた場合は雇入れ日

東日本大震災による被災離職者・被災地域に居住
する求職者（65歳未満）を雇い入れた事業主

65歳以上の離職者を雇い入れた事業主

支給対象期の起算日

　特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者、東日本大震災による被災離職者など、就職が特に困難
な人を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を支給するもので、３種類の助成金・奨励金があります。
　それぞれの助成金・奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期（※）の末日の翌日から１か月となっ
ていましたが、平成24年４月１日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を２か月に延長し
ます。
※ 支給対象期とは、助成対象期間（助成金の種類や企業規模により1～2年間）を、起算日から６か月ごとに区切った期間です。
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（注）賃金締切日に雇い入れた場合は雇
　　入れ日の翌日、賃金締切日の翌日
　　に雇い入れた場合は雇入れ日

東日本大震災による被災離職者・被災地域に居住
する求職者（65歳未満）を雇い入れた事業主
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支給対象期の起算日

　特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者、東日本大震災による被災離職者など、就職が特に困難
な人を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を支給するもので、３種類の助成金・奨励金があります。
　それぞれの助成金・奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期（※）の末日の翌日から１か月となっ
ていましたが、平成24年４月１日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を２か月に延長し
ます。
※ 支給対象期とは、助成対象期間（助成金の種類や企業規模により1～2年間）を、起算日から６か月ごとに区切った期間です。
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お問い合せ先
京都労働局職業対策課　☎０７５－２７５－５４２４

平成24年6月1日

　職業安定行政では、従来から基本的人権を尊重した「公正な採用選考」の実施を事業主の皆さま
にお願いしているところです。
　また、職業安定法に基づく指針において、原則として収集してはならない求職者等の個人情報に
ついて規定されています。
　しかしながら、新聞折込を利用した求人広告でＪＩＳ規格によらない応募書類（履歴書）の提出
を求めたり、また、面接の場において、本人に責任のない事項の質問をするなど、就職差別につな
がるおそれのある事象が起きています。
　このような行為は、公正な採用選考のあり方に反するばかりか、求職者等の個人情報を原則とし
て収集してはならないと規定している職業安定法に基づく指針に反し、憲法で保証された基本的人
権、職業選択の自由を侵害することにつながるということを、十分にご理解いただくとともに、身
元調査は採用内定後におきましても実施されないようお願いします。
　来春に向け、大学・短大・専修学校等の卒業予定者の就職活動はすでに始まっており、また、中
学校・高等学校卒業予定者を対象とした求人の受付が６月20日からハローワーク（公共職業安定
所）で始まります。
　京都労働局では、この新規学卒者の就職にとって大切な時期、毎年６月10日から19日までを「公
正採用選考推進旬間」としています。事業者の皆様におかれましては、今一度採用選考を見直して
いただき、今後とも、公正な採用選考システムの確立に向けた積極的な取組をお願いします。

平成25年3月

６月１０日～６月１９日 は
「公正採用選考推進旬間」です

毎年

12 00

00

00

13

14

15 金

火

89
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求職者支援制度
があります！

■支援の対象となる方

１ ハローワークに求職の申し込みをしていること
２ 雇用保険に加入中でない、または失業手当を受給していないこと
３ 働く意思と能力があること
４ 職業訓練などの支援が必要であるとハローワークが認めたこと

ハローワーク窓口への相談は、お早めに！
厚生労働省ホームページの求職者支援制度ページもご覧ください。

■ 受講できる訓練 
 訓練期間は、１コース３か月から６か月までです。
 民間訓練機関が、厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。 
 開講予定の具体的なコース情報は（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のホーム 
ページをご覧ください。

「求職者支援制度」とは、
雇用保険を受給できない方
が、職業訓練によるスキル
アップを通じて早期就職を
実現するために、国が支援
する制度です。 

職 業 訓 練
ハローワーク
の就職支援

早期就職

職業訓練受講給付金 

① 再就職に必要なスキルを身に付けるための職業訓練を
受講できます。

② 訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークが積極的に
就職支援します。

③ 一定要件を満たす方に、訓練期間中、月10万円の
「職業訓練受講給付金」を支給します。

支援
内容

求職者支援制度のご案内 検索

雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ

訓練
受講
で

つな
がる
就職

事業主の皆さまへ

毎年６月 1日現在の各企業における高年齢者と障害者の雇用状
況等につきましては、それぞれの施策を進める重要な基礎資料と
して活用するため、厚生労働省が法律に基づき全国一斉の調査を
実施しております。報告用紙を送らせていただいた企業におかれ
ましては６月２９日（金）までにハローワークへご提出いただき
ますようお願いいたします。

　障害者就業・生活支援センターとは、障害者の職業生活における自立を図るために、就業
及びこれに伴う日常生活の支援を行う機関です。障害者雇用促進法に基づき、都道府県知事
が指定した社会福祉法人等により運営されており、国及び都道府県が業務を委託している事
業です。
　同センターが斡旋する職場実習制度は、雇用契約は交わさずに障害者がどのくらい仕事が
できるのかを見極めたい、障害者と共に働くことについて従業員の理解を促進したい場合等
に有効です。
　賃金の支払い等、労働基準法上の事業主の責務は生じません。また、万が一、職場実習中
の事故で障害者が負傷した場合は、同センターが加入する損害保険等により補償されます。

毎年、京都府内の特別支援学校（従来の養護学校）、盲学校、聾
学校の卒業予定者のうち１００名以上が就職を希望しています。
希望を実現させるための第一歩として、まずは職場実習にご協
力をいただけないでしょうか。
職場実習は、それぞれの企業で実際の作業を2週間程度体験させていただくことにより、

本人の適正・能力を判断するとともに、職業・社会生活に必要な能力や態度を身につける
ことを目的に学校教育の一環として実施しています。賃金の支払いは必要ありません。
また、万が一の事故に対しては、（独法）日本スポーツ振興センターの保険制度が適用
されます。（労災事故とはなりません。）

職場実習・雇用についてのご相談、お問い合わせは、
最寄りのハローワーク又は京都障害者職業相談室

（ＴＥＬ ０７５－３４１－２６２６）までお願いします。

高年齢者・障害者雇用状況報告にご協力を！

6月
　　　　まで

特別支援学校等卒業予定者に
職場実習・雇用の場を！

29日（金）

障害者就業・生活支援センターが実施する
職場実習にご協力ください！
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雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ

訓練
受講
で

つな
がる
就職

事業主の皆さまへ

毎年６月 1日現在の各企業における高年齢者と障害者の雇用状
況等につきましては、それぞれの施策を進める重要な基礎資料と
して活用するため、厚生労働省が法律に基づき全国一斉の調査を
実施しております。報告用紙を送らせていただいた企業におかれ
ましては６月２９日（金）までにハローワークへご提出いただき
ますようお願いいたします。

　障害者就業・生活支援センターとは、障害者の職業生活における自立を図るために、就業
及びこれに伴う日常生活の支援を行う機関です。障害者雇用促進法に基づき、都道府県知事
が指定した社会福祉法人等により運営されており、国及び都道府県が業務を委託している事
業です。
　同センターが斡旋する職場実習制度は、雇用契約は交わさずに障害者がどのくらい仕事が
できるのかを見極めたい、障害者と共に働くことについて従業員の理解を促進したい場合等
に有効です。
　賃金の支払い等、労働基準法上の事業主の責務は生じません。また、万が一、職場実習中
の事故で障害者が負傷した場合は、同センターが加入する損害保険等により補償されます。

毎年、京都府内の特別支援学校（従来の養護学校）、盲学校、聾
学校の卒業予定者のうち１００名以上が就職を希望しています。
希望を実現させるための第一歩として、まずは職場実習にご協
力をいただけないでしょうか。
職場実習は、それぞれの企業で実際の作業を2週間程度体験させていただくことにより、
本人の適正・能力を判断するとともに、職業・社会生活に必要な能力や態度を身につける
ことを目的に学校教育の一環として実施しています。賃金の支払いは必要ありません。
また、万が一の事故に対しては、（独法）日本スポーツ振興センターの保険制度が適用
されます。（労災事故とはなりません。）

職場実習・雇用についてのご相談、お問い合わせは、
最寄りのハローワーク又は京都障害者職業相談室

（ＴＥＬ ０７５－３４１－２６２６）までお願いします。

高年齢者・障害者雇用状況報告にご協力を！

6月
　　　　まで

特別支援学校等卒業予定者に
職場実習・雇用の場を！

29日（金）

障害者就業・生活支援センターが実施する
職場実習にご協力ください！
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○ 平成２４年４月１日付で、雇用保険料率が変更されました。 

一般の事業の保険料率は、１０００分の１５．５から１０００分の１３．５へ変更されました。 

農林水産清酒製造の事業の保険料率は、１０００分の１７．５から１０００分の１５．５へ変更されました。 

建設の事業の保険料率は、１０００分の１８．５から１０００分の１６．５へ変更されました。 

○ 労働保険料の算定方法は、４月１日から翌年３月３１日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得

た額となります。 

（算定対象期間）平成２３年度確定保険料・・・平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

平成２４年度概算保険料・・・平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

○ 労働保険料を延納（分割納付）する場合の納付期限については以下のとおりとなります。（平成２４年度） 

3 回分割 6/1～9/30 までに成立した事業場 

第１期（初期） 第２期 第３期 第１期（初期） 第２期 

期間 ４．１～７．３１ ８．１～１１．３０ １２．１～３．３１ 成立した日～１１．３０ １２．１～３．３１

納期限 7 月 1０日 1０月３１日 翌年１月３１日 成立した日から５０日 翌年１月３１日

※ 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。 

※ 概算保険料総額が４０万円以上（労災保険または雇用保険のみ加入は２０万円以上）又は労働保険事務組合に労

働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。 

○ 労働保険事務組合の皆様は、第２期、第３期の納期限がそれぞれ原則として１１月１４日、翌年２月１

４日となります。 

また、労働保険事務組合に委託している事業場の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までと

なります。  

○ 申請することで、労働保険料 ・ 一般拠出金について、口座振替により納付することができます。 

○ 一般拠出金は、平成２３年度賃金総額に１０００分の０．０５（昨年度と同率）を乗じた額を申告・納付し

てください。 

○ 年度更新の時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので、 手続の準備はお早めにお

願いします。 

○ 従業員の方の雇用保険加入手続は、別途、管轄の公共職業安定所（ハローワーク）への届出が必要

です。 

○ ご不明な点がございましたら、京都労働局・管下労働基準監督署・公共職業安定所にお問い合わせ

ください。

１【開始月別日程】（第２四半期）

年 月 日
7月 10日 4月6日 4月19日 5月25日 6月14日 6月20日 6月26日
8月 10日 5月10日 5月23日 6月27日 7月17日 7月23日 7月27日
9月 10日 6月8日 6月21日 7月26日 8月15日 8月21日 8月27日

２【開始月別/コース別/地域別認定上限数】（第２四半期）

年 月
 京都市 45 160 40 30 30 60
その他地域 25 90 15 20 15 40
 地域共有 30 130 - - - -
 京都市 40 160 40 30 30 60
その他地域 20 90 15 20 15 40
 地域共有 30 130 - - - -
 京都市 40 160 40 30 30 60
その他地域 20 90 15 20 15 40
 地域共有 30 130 - - - -

※平成24年10月開講コース以降の訓練日程等については、確定次第、京都労働局ＨＰに掲載します。

募集開始 募集終了

9月

訓練開始月
地域別

平成24年 8月

7月

訓練開始 訓練認定申請期間 受講生募集期間 訓練選考日等
通知日選考日受付開始

基礎コース
　（人）

平成24年度求職者支援訓練の日程等について

実践コース　　　　　（人）

介護系 医療事務系 情報系 その他

平成24年

受付終了

訓練計画の策定から訓練開始までの流れ

訓練の実施の検討・計画の策定

訓練計画の認定申請

求職者支援訓練の実施をお考えの訓練実施機関のみなさまへ

認定申請の審査結果の通知

受講者の募集・申込受付

受講者の選考を実施

訓練開始

※訓練の認定申請については、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構京都職業訓練支援センター（075-951-7396）にお問い合わせください。

各ハローワークで受講者の募集・申込受付を行います。

センターで認定申請受付を行います。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構京都職業訓練支援セ
ンター（以下「センター」）で、制度の概要、認定基準、ス
ケジュール等の説明を行います。

認定申請の審査
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○ 平成２４年４月１日付で、雇用保険料率が変更されました。 

一般の事業の保険料率は、１０００分の１５．５から１０００分の１３．５へ変更されました。 

農林水産清酒製造の事業の保険料率は、１０００分の１７．５から１０００分の１５．５へ変更されました。 

建設の事業の保険料率は、１０００分の１８．５から１０００分の１６．５へ変更されました。 

○ 労働保険料の算定方法は、４月１日から翌年３月３１日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得

た額となります。 

（算定対象期間）平成２３年度確定保険料・・・平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

平成２４年度概算保険料・・・平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

○ 労働保険料を延納（分割納付）する場合の納付期限については以下のとおりとなります。（平成２４年度） 

3 回分割 6/1～9/30 までに成立した事業場 

第１期（初期） 第２期 第３期 第１期（初期） 第２期 

期間 ４．１～７．３１ ８．１～１１．３０ １２．１～３．３１ 成立した日～１１．３０ １２．１～３．３１

納期限 ７月 1０日 1０月３１日 翌年１月３１日 成立した日から５０日 翌年１月３１日

※ 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。 

※ 概算保険料総額が４０万円以上（労災保険または雇用保険のみ加入は２０万円以上）又は労働保険事務組合に労

働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。 

○ 労働保険事務組合の皆様は、第２期、第３期の納期限がそれぞれ原則として１１月１４日、翌年２月１

４日となります。 

また、労働保険事務組合に委託している事業場の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までと

なります。  

○ 申請することで、労働保険料 ・ 一般拠出金について、口座振替により納付することができます。 

○ 一般拠出金は、平成２３年度賃金総額に１０００分の０．０５（昨年度と同率）を乗じた額を申告・納付し

てください。 

○ 年度更新の時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので、 手続の準備はお早めにお

願いします。 

○ 従業員の方の雇用保険加入手続は、別途、管轄の公共職業安定所（ハローワーク）への届出が必要

です。 

○ ご不明な点がございましたら、京都労働局・管下労働基準監督署・公共職業安定所にお問い合わせ

ください。

１【開始月別日程】（第２四半期）

年 月 日
7月 10日 4月6日 4月19日 5月25日 6月14日 6月20日 6月26日
8月 10日 5月10日 5月23日 6月27日 7月17日 7月23日 7月27日
9月 10日 6月8日 6月21日 7月26日 8月15日 8月21日 8月27日

２【開始月別/コース別/地域別認定上限数】（第２四半期）

年 月
 京都市 45 160 40 30 30 60
その他地域 25 90 15 20 15 40
 地域共有 30 130 - - - -
 京都市 40 160 40 30 30 60
その他地域 20 90 15 20 15 40
 地域共有 30 130 - - - -
 京都市 40 160 40 30 30 60
その他地域 20 90 15 20 15 40
 地域共有 30 130 - - - -

※平成24年10月開講コース以降の訓練日程等については、確定次第、京都労働局ＨＰに掲載します。

募集開始 募集終了

9月

訓練開始月
地域別

平成24年 8月

7月

訓練開始 訓練認定申請期間 受講生募集期間 訓練選考日等
通知日選考日受付開始

基礎コース
　（人）

平成24年度求職者支援訓練の日程等について

実践コース　　　　　（人）

介護系 医療事務系 情報系 その他

平成24年

受付終了

訓練計画の策定から訓練開始までの流れ

訓練の実施の検討・計画の策定

訓練計画の認定申請

求職者支援訓練の実施をお考えの訓練実施機関のみなさまへ

認定申請の審査結果の通知

受講者の募集・申込受付

受講者の選考を実施

訓練開始

※訓練の認定申請については、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構京都職業訓練支援センター（075-951-7396）にお問い合わせください。

各ハローワークで受講者の募集・申込受付を行います。

センターで認定申請受付を行います。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構京都職業訓練支援セ
ンター（以下「センター」）で、制度の概要、認定基準、ス
ケジュール等の説明を行います。

認定申請の審査
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平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの
雇用保険料率は、次のとおりです。

（平成2４年度　雇用保険料率表）

負担者

事業の
種類

失業等給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

一般の事業 5/1000 8.5/1000 5/1000 3.5/1000 13.5/1000

農林水産
清酒製造の事業 9.5/1000 6/1000 3.5/1000 15.5/1000

建設の事業 6/1000

6/1000

10.5/1000 6/1000 4.5/1000 16.5/1000

平成 24 年度の雇用保険料率
前年度より引き下げました。

（事業主の方へ）

①
労働者負担
（失業等給付の

保険料率のみ）

② ①＋②
雇用保険料率事業主負担
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14年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 24/1月 2月 3月 4月

0.51

0.63

0.82

0.96
1.02

0.92

0.79

0.51

0.59

0.68
0.63 0.62

0.66 0.68 0.68 0.68
0.69

0.63
0.70 0.72

0.73
0.76

0.79

15

最近の雇用失業情勢
● 平成24年４月内容 ●

平成 24 年 5 月 29 日
京都労働局職業安定部

　京都府の雇用失業情勢

求人・求職・求人倍率の状況　（パートを含む原数値　※月別有効求人倍率は季調値） 

※　平成23年12月以前の月別有効求人倍率（季調値）は、平成24年１月分公表時に改訂されている。

　有効求職者数は、61,255人で前年同月比3.4％減、有効求人数は、43,842人で前年同月比22.6％
増加した。有効求人倍率（季節調整値。以下「季調値」という。）は、前月より0.03ポイント上昇
の0.79倍となった。また、新規求人倍率（季調値）は、前月より0.01ポイント上昇の1.23倍となり、
12か月連続で１倍を上回った。
　正社員有効求人倍率は0.48倍と前年同月比0.09ポイント上昇した。
（１） 新規求職者数は、18,130人で前年同月比2.1％減少した。内訳は、一般が11,774人で同0.5％

増、パートは6,356人で同6.5％減少した。新規常用求職者(パートを除く)の構成比をみると、
うち在職者16.9％、離職者69.0％（うち事業主都合離職者39.5％）、無業者14.2％である。

　　  なお、新規常用求職者の事業主都合による離職者数は、前年同月比15.8％増加している。
（２） 新規求人数は、16,425人で前年同月比28.9％増加した。内訳は一般が9,594人で同26.4％
増、パートは6,831人で同32.5％増加した。新規求人数を主要産業別（パートを含む）に前年
同月比でみると、求人数に占める割合の大きい医療・福祉が33.7％増、卸売業, 小売業が39.6％
増となったほか、宿泊業, 飲食サービス業が86.8％増、情報通信業が83.0％増、教育, 学習支援
業が47.1％増、建設業が42.7％増、生活関連サービス業, 娯楽業が18.2％増となった。

　　  一方、運輸業, 郵便業が10.8％減、学術研究, 専門・技術サービス業が10.3％減となった。
（３） 就職件数は、4,503件で前年同月比1.9％増加した。内訳は、一般が2,563件で同0.5％増、
パートは１,940件で同3.8％増加した。雇用保険受給者の就職件数は、872件で同15.5％増加し
た。

H24 ハローワーク京都だより 6月号H14_ 責了




